
 

赤石寮短期入所生活介護 重要事項説明書 
 

                                                                〔令和7年6月28日更新〕 

 

１ 事業者  

 事 業 者 の 名 称             社会福祉法人 萱垣会  

 所 在 地             長野県飯田市鼎一色５５１番地  

 法 人 種 別             社会福祉法人  

 代 表 者 氏 名             理事長  萱 垣 憲 英  

 電 話 番 号             ０２６５－２２－１３６８  

 Ｆ Ａ Ｘ 番 号             ０２６５－２２－１００６  

 

 

２ ご利用施設  

 事 業 者 の 名 称             特別養護老人ホーム赤石寮  

 所 在 地             長野県下伊那郡阿南町新野２８番の４  

 施 設 長 名             芝田 和弘  

 電 話 番 号             ０２６０－２４－２３１６  

 Ｆ Ａ Ｘ 番 号             ０２６０－２４－２３１５  

 

 

３ ご利用施設で併せて実施する事業 

 

４ 事業の目的と運営の方針                                                                   

 

事 業 者 の 目 的 

この事業は、介護保険法の定めるところにより、加齢による心身の変化  

 に起因する疾病等により要介護の状態になった者に対して施設サービス  

 を提供することを目的とする。  

 

施設運営 の方針          

当施設にあっては、日常生活において常時介護を必要とする要介護者に  

 対し、その心身の健康保持及びより楽しく生き甲斐のある生活を送る  

 ことへの援助、要介護者の自主性の尊重並びに在宅への復帰を運営の  

 基本方針とする。  

 

 

   利 用 阿南町基準  

事 業 の 種 類 長 野 県 知 事 の 事 業 者 指 定    

  定 数 該当サービス  

  指定年月日 指 定 番 号 人   

  特別養護老人ホーム 平成11年12月 27 日 長野県第2072500198号 65 該 当  

 施 短期入所生活介護 平成12年 3月 15 日 長野県第2072500198号 8 該 当 

 

設 

新野ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 平成12年 3月 15 日 長野県第2072500669号 18 該 当 

赤石寮グループホーム 平成12年 3月 15 日 長野県第2072500768号 9 該 当 

高齢者支援ハウス 平成24年 4月  1 日  10 該 当 

 



 

５ 施設の概要 

特別養護老人ホーム                                                                       

 敷地面積   １０９１５.４３㎡  

 建 構    造           鉄筋コンクリート１階建（耐火建築）  

  延 べ 床 面 積           ２０４３.００㎡  

 物 利 用 定 員           長期利用６５床  短期利用８床  

 

（１）居 室                                                                               

 居室の種類 室 数 面  積 １人あたり面積  

 １人部屋  ９ 10.0㎡・13.50㎡ １２.３㎡  

 ２人部屋  ３ １６．５０㎡ ８.２５㎡  

３人部屋  ６ ２４．７５㎡ ８.２５㎡ 

 ４人部屋 １０ ３３．０６㎡ ８.２６㎡  

 

（２）主な設備                                                                               

 設 備 の 種 類 室 数 面積 １人あたりの面積 

 食堂及び機能訓練室 ２ １４３.６３㎡ ２０５㎡ 

 一般浴室 １ ４７.６０㎡ 

 

 機械浴室 特殊浴槽・チェアバス 各１台 

 診療室 １ ３３.１９㎡ 

 静養室 １ ６６.７２㎡ 

 合 計 計２９１.１４㎡ 

 

 

６ 職員体制 

 

就業者の職種 
員 

数 
区     分 

常勤換 

算後の 

人  員 

事業者 

の指定 

基 準 

保 有 資 格 

 

  

  

 
  常   勤 非常勤    

 

 
  

専 

従 

兼 

務 

専 

従 

兼 

務 
   

 

  

 施  設  長           1 1    1 1 社会福祉主事、介護福祉士  

 生 活 相 談 員           1 1    1 1 介護福祉士、介護支援専門員  

 介 護 支 援 専 門 員           1 1    1 1 介護支援専門員  

 看 護 職 員           6 2  4  3.2 3 看護師、准看護師  

 機 能 訓 練 指 導 員           1 1    1 1 准看護師  

 栄 養 士           1 1    1 1 管理栄養士  

 介 護 職 員           32 29  3  31 25 介護福祉士、ヘルパー2級  

 調 理 員           5 5    5  調理師  

 事 務 職 員           2 2    2    

 医 師           (1)    (1)   医師  

 

 

 



 

７ 職員の勤務体制 

 従業者の職種 勤  務  体  制    

 施  設  長           正規の勤務時間（ ９：００～１８：００）常勤で勤務   

 生 活 相 談 員           正規の勤務時間（ ９：００～１８：００）常勤で勤務   

 

介 護 職 員           

・ 早出勤務 （ ６：４５～１５：４５） 

・ 中早勤務 （ ７：３０～１６：３０） 

・ 平常勤務 （ ９：００～１８：００） 

・ 遅出勤務 （１０：００～１９：００） 

・ 夜間勤務 （１６：３０～ ９：３０） 

 

  

  

  

  

  

 

看 護 職 員           

・ 早出勤務 （ ８：００～１７：００） 

・ 平常勤務 （ ９：００～１８：００） 

・ 夜間については、交替で自宅待機を行い、緊急時に備えます。 

 

   

  

 機 能 訓 練 指 導 員           看護職員が専従常勤で勤務   

 介 護 支 援 専 門 員           介護支援専門員が専従常勤で勤務   

 医 師           隔週、新野へき地診療所の医師が往診します。  

 栄 養 士           正規の勤務時間（ ９：００～１８：００）常勤で勤務   

 

 

８ 施設サービスの概要 

（１） 介護保険給付サービス 

                                                                    

 種   類 内          容  

 

食   事 

・ 管理栄養士の立てる献立により、栄養と利用者の身体状況に配慮した食

事を提供します。又介助も行います。 

・ 食事はできるだけ離床して食堂で食べていただけるよう配慮します。 

・ 栄養アセスメントを行い、医師及び管理栄養士等による栄養ケア計画を

作成・実施状態を記録し、その計画を定期的に評価、見直しを行う。 

（食事時間） 

朝 食  ７：００～ ８：００ 

昼 食 １２：００～１３：００ 

夕 食 １７：１５～１８：１５ 

 

  

  

  

  

  

 
 

 
排   泄 

・ 入所者の状況に応じて適切な排泄介助を行うと共に、排泄の自立につい

ても適切な援助を行います。 

 

  

 
入   浴 

・ 週２回の入浴又は清拭を行います。 

・ 寝たきり等で座位をとれない方は、特殊浴槽での入浴も可能です。 

 

  

 離床、着替え 

 

整容等 

・ 寝たきり防止のため、出来る限り離床に配慮します。 

・ 生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うように配慮します。 

・ 個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行われるよう援助をします。 

 

  

  

 口腔内の清潔の保持 
・ 口腔内の汚れ、臭いが生じないように、口腔内の清潔を日常的に援助 

  します。 

 

 

機能訓練 

・ 機能訓練指導員による入所者の状況に適合した機能訓練を行い身体機能 

の低下を防止するようつとめます。 

・ 理学療法士の指導を受け、日常生活における生活リハビリを実施します。 

 

  

  

  

 

健康管理 

・ 隔週、嘱託医師の往診日を設けて健康管理に努めます。 

・ 緊急等必要な場合には主治医あるいは協力医療機関等に責任をもって 

引き継ぎます。 

・ 当施設は協力医療機関と連携をします。 

 

 



 

 

 

（２）介護保険対象外サービス（法定外給付及び金額）                                              

 サービスの種類 内          容 費 用  

 

食   事 
・ 当施設で提供する通常の食事は、栄養士が立てる献立

に基づくものです。 

料金表の負担

限度額段階に

よる 

 

特別な食事 
・ 当施設で提供する通常の食事以外の希望する食事、栄

養補助食品等、個々に応じ実施します。 
実 費   

 

居 住 費 
・ 当施設で提供する施設介護サービスを受けるために 

必要とする居室費用 

料金表の負担

限度額段階に

よる 

  

  

 
教養娯楽設備の提供 

レクリエーション行事

参加費 

・ 利用者の趣味的活動に関する材料費、入場料等 実 費 

 

  

  

 
上記以外の個別 

サービス 

・ 理髪・理美容代 

・ 医療費、健康管理費（コロナ、インフル等の予防接種類） 

・ 個人の嗜好に基づく贅沢品など 

実 費 

 

  

 

 

９ 利用料 

  重要事項別表「料金表」のとおり 

 

 

１０ 苦情相談申立先                                                                         

 

当施設ご利用 

相談室 

苦情受付担当    ：生活相談員 

苦情受付時間    ：９：００～１７：００ 

相談方法【電話】：０２６０－２４－２３１６ 

【面接】：赤石寮相談室において 

 

  

  

  

 

第三者委員 

金田芳子  ＴＥＬ：０２６０－２４－２００３ 

土屋好文  ＴＥＬ：０２６０－２４－２４４４ 

後藤禮子  ＴＥＬ：０２６０－２４－２３３５ 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

相談及び援助 

・ 当施設は、入所者およびご家族からのいかなる相談についても誠意を 

  持って応じ、可能な限り必要な援助を行うよう努めています。 

・ 相談窓口は、生活相談員及び介護支援専門員が対応します。 

 

  

  

 
送       迎 ・ 施設の行事等のドライブは、当施設の車両を使用します。 

 

  

 

社会生活上の 

便宜 

・ 当施設では、必要な教養娯楽設備を整えるとともに、施設での生活を 

実りあるものとするため、適宜レクリエーション行事を企画します。 

・ 行政機関に対する手続きが必要な場合には、入所者及びご家族の希望 

  により、第三者である施設代行が可能なものの限り代行します。 

 

  

  

  



 

１１ 行政機関その他の苦情相談窓口                                                                   

 名    称 所  在  地  等  

 

阿南町役場 

介護保険担当課 

所在地   ：下伊那郡阿南町東條５８－１ 

電 話   ：０２６０－２２－４０５１ 

受付時間 ：８：３０～１７：００ 

 

 
 

長野県国民健康保険

団体連合会 

所在地   ：長野市西長野加茂北１４３－８ 

電 話   ：０２６－２３８－１５８０ 

受付時間 ：８：３０～１７：００ 

長野県 

社会福祉協議会 

所在地   ：長野市若里１５７０－１ 

電 話   ：０２６－２２８－４２４４ 

受付時間 ：８：３０～１７：００ 

社会福祉法人 

萱垣会 

所在地   ：飯田市鼎一色５５１ 

電 話   ：０２６５－２２－１３６８ 

受付時間 ：８：３０～１７：００ 

 

 

１２ 嘱託医及び協力医療機関  （外科・内科・総合・歯科）                                             

                        

 嘱託医療機関 新野へき地診療所  

 院  長  名 原 政博  

 所  在  地 長野県下伊那郡阿南町新野１２２２  

 電 話 番 号 ０２６０－２４－３０２２  

 協力医療機関 長野県立阿南病院  

 院  長  名 田中 雅人  

 所  在  地 長野県下伊那郡阿南町北条２００９番地１  

 電 話 番 号 ０２６０－２２－２１２１  

協力医療機関（歯科) ＪＡみなみ信州阿南歯科診療所 

院  長  名 石田 健 

所  在  地 長野県下伊那郡阿南町富草４２１６－１ 

電 話 番 号 ０２６０－３１－０１０８ 

 

１３ 非常災害対策 

火災及び地震等の非常災害が発生した場合は、利用者の安全確保を最優先いたします。なお、 

万が一の災害発生に備えて、年２回、防災訓練を実施しております。 

 

１４ 緊急時の対応 

利用者の容態に変化等があった場合は、看護師に連絡する等必要な処置を講じる他、緊急連絡先の 

ご家族の方に速やかに連絡いたします。 

 

１５ 事故発生時の対応 

サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかにご家族・保険者及び関係諸機関等への連絡 

を行うとともに、必要な措置を講じます。また、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、 

誠意をもって速やかに損害賠償の手続きを行います。 

 

 



 

１６ 個人情報の取り扱い 

個人情報の取扱いについては、赤石寮個人情報保護に関する基本方針を厳守して個人情報の保護に 

努めます。 

 

１７ 第三者評価の受審状況 

実施の有無 実施年月日 評価機関の名称 評価結果の開示状況 

なし ― ― ― 

 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

利用者（契約者） 住   所  

 

    氏   名                印 

 

 

身元保証人または代理人 住   所  

 

    氏   名                印 

     （続柄           ） 

 

 

事業者 住   所  長野県飯田市鼎一色５５１番地 

    事業者名   社会福祉法人  萱 垣 会 

    代表者氏名  理事長    萱 垣 憲 英 

 


